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令和５年２月２８日 

 

吸収分割に係る事前開示事項 

 

横浜市西区南幸一丁目一番一号 

アイ・ティー・エックス株式会社 

代表取締役 野尻 幸宏       

 

 当社は、株式会社ノジマとの間で令和５年２月２１日に吸収分割契約を締結し、株式会社

ノジマを吸収分割株式会社、当社を吸収分割承継株式会社とする会社分割により、株式会社

ノジマのドコモショップ運営事業に関する権利義務の一部を承継することといたしました

（以下、「本分割」といいます。）。つきましては、会社法（以下、「法」といいます。）第７

９４条第１項及び会社法施行規則第１９２条の規定に従い、下記のとおり吸収分割契約の

内容その他法務省令で定める事項を記載した書面を備え置くことといたします。 

 

記 

 

１．吸収分割契約の内容に関する事項 

   別添資料１のとおりです。 

 

２．法第７５８条第４号に掲げる事項についての定めがないことの相当性に関する事項 

   本分割に際して、株式会社ノジマに対して、株式、金銭その他の財産を交付いたしま

せんが、当社は株式会社ノジマの１００％子会社であることから相当であると判断し

ております。 

 

３．吸収分割株式会社についての事項 

（１） 吸収分割株式会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

   別添資料２のとおりです。 

 

（２） 吸収分割株式会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類

等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 

   該当事項はありません。 

 

（３） 吸収分割株式会社の最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

   該当事項はありません。 
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４．吸収分割承継株式会社の最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

   該当事項はありません。 

 

５．債務の履行の見込みに関する事項 

   当社は、本分割を行うに際し、本分割の効力発生日以降における当社の債務の履行の

見込みに関して、以下のとおり判断しました。 

当社の令和４年３月３１日現在の貸借対照表における資産の部の合計金額及び負債

の部の合計金額はそれぞれ 52,645百万円及び 36,640百万円です。 

   本分割により当社が株式会社ノジマから承継する資産及び負債は、それぞれ 1,241百

万円及び 664 百万円（令和４年 12月 31日現在）で、令和４年３月 31日以降、本分割

の効力発生までの当社の資産及び負債の変動を考慮しても、本分割後も資産の額が負

債の額を十分に上回ることが見込まれます。 

以上から、本分割の効力発生日以後の当社の債務につき履行の見込みがあるものと

判断しています。 

以上 
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